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地質調査所の海外協力の発展への道をさぐる

国際研究協力課への併任を終えて

富樫幸雄(鉱床部)

�歩潔佇��

要旨工業技従院の国際協力活動を紹介する意味で国際研究協力課の業務の概要を述べた.また地質調査所が他

の工技院試験研究機関に比べ開発途上諸国との研究協力･技術協力に熱心である事実を示すとともにこの現象は地

質研究者の学問上の興味･好奇Nこ裏づげられていることによるとの考えを述べた.さらに現在の地球科学分野の

論議がグロｰバルな視点を各地質研究者に求めていることに鑑み海外の地質魏象を観察･研究する機会をより多く

持つためにもまたグロｰバルな地質･資源情報を収集し活用するためにも地質調査所カミより組織的に海外活動に

取り組むべきであるとしいくつかの具体的な目標を示した.

1.はじめに

筆者は昭和54年11月1目から56年3月31目迄の1年

5ヵ月にわたり工業技術院総務部国際研究協力課(55

年3月迄は国際研究協力官室)への併任を命ぜられ主と

して国連活動及び国際協力事業団協力など開発途上

国との各種協力に関する業務を担当した.それ以前は

自分の研究室とフィｰルド以外の世界を知ら在いこく

平均的在一研究者であった筆者には工業技術院(本院)

というものが一体何をやっているのかそして地質調

査所の海外協力がどのように行われているか等につい

ての予備知識は全くといって良い程持っていなかった.

従って国際研究協力課での行政官としての日常業務

それ自体カミ筆者にとっては驚きと戸惑いと感嘆の連続

であった.それは初めて接するいわゆるr行政官

的発想｣の渦の中での良い意味での新鮮な発見とや

はり研究者的立場から見た反援とが混り合ったものであ

った.

このように色々と感じさせられ考えさせられたこと

の中でたまたま担当した業務の範囲内で自分の出身

研究所である地質調査所のみが後に述べるようにき

わめて特異な挙動(?)を示しておりしばしぱ行政内

部での話題とされていることを発見した.しかしそ

れにもかかわらず併任期間を通じ肝心の地質調査所

内部ではその点についての全体的泣論議がほとんど放

されていないという印象を強く持たざるを得なかった苗

地質調査所へ戻ったこの機会に工業技術院の国際協

力業務のアウトラインを知ってもらう意味で国際研究

協力課の概要を紹介するとともに地質調査所の今後の

海外協力のあり方についての私見を併任中に感じてい

たことをもとに率直に述べてみたい,

たお国際研究協力課川口順子課長及び同課総括

班長山本敏明氏と同課のスタッフの方々及び標準部国

際規格室の方々には内部資料の記載を許可いただくなど

の御協力をいただいた.また地質調査所海外地質調

査協力室嶋崎吉彦室長及び盛谷智之室長補佐(現在海

洋地質部)には有意義な助言をいただいた.さらに地

質調査所研究官の方々には現地スナップ写真をお借りし

た.以上の方方に厚く御礼を申し述べる.

2.国際研究協力課(注)の概要

2.1組織

組織は第1図に示す通りで課長･総括班と共に主

謀班

国際協力斑

(先進国関連)

研究協力班

(開発途上国関連)

第1図工業技術院総務部国際研究協力課の組織

(曙和56年γ月1日現在)

(注)国際研究協力課はよくITIT(アイティｰ･アイティｰ)と略称される.これは昭和48年に発足するまでの経

緯の中で工業技衡移転研究所(InstifuteforTransferof1ndustria1Technology)として設立する構想カミあった

ためその英語名のイニシャノレがニックネｰムとなって残ったものである･ちなみに現在の同課の正式な英語名

はIntemationa1ResearchandDeYe1oprnentCooperationDivisionである.�
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に対先進国関連協力を行う国際協力班と主に対開発途

上国関連協力を行う研究協力班(国連は近年とみに南北

問題の討論の場としての様相を鮮明にしてきているのでこの

班の業務となっている)の2つの担当班が置かれて成り立

っている､課長以下総員10名の比較的小じんまりした

課である.

2.2主要な業務

国際研究協力課の担当業務は鉱工業技術分野におけ

る国際業務全般にわたっている･原則として標準部

の国際業務は除かれているか実質的にはいわば工業

技術院の外務省といった所で事実(本当の)外務省や

他省庁の国際関係担当課との接触の機会が多い･通産

省内部では対外的な経済･技術協力政策全般を担当す

る通商政策局との関係が最も深い･もちろんサンシ

ャイン本部などの国際案件すべて関与することになる.

以下に筆者なりの分類によってごく簡単に主要な

業務を述べよう.なお詳細については工業技術院年

報や工業技術院紹介各種パンフレットを参照されたい･

A｡多国間協力

1)園連関連……科学技術･技術移転に関するすべ

ての論議への関与.ESCAP(アジア太平洋地

域経済社会理事会)などへの技術協力一

2)IEA(Int･rnati･n･1En･･gyA･s･ci･ti･n)関連

･･石油消費国としての新エネルギｰ･省エネ

ルギｰ技術分野での研究開発への参画匁ど.

3)夏週TG(Int'1EnergyTechno1ogyGrou韮))のフォ

ロｰアップ……先進国としての石炭液化技術

第2図国際研究協力課が毎年出版している(広義の)ITIT

事業紹介のための英文パンレット.左上にITIT事業

のシンボルマｰクカミ見える.

だとの新エネルギｰ商業化計画への協力校と｡

������楡瑩潮景牓捩�瑩晩捃潯�牡瑩潮

inA.ia)……極東･東南アジア･オセアニア諸

国の政府間科学協力機構.

5)科学技術振興調整費関連……従来の特別研究促進

調整費を発展させて昭相56年度から発足したも

の.国際協力を基本方針の1つにうたい先

進国.･途上国を問わず2カ国以上との多面的

な研究協力が勧められている.

遍.対先進国等二国間協力

1)二国間科学技術協力協定……すでに日米間のエ

ネルギｰ関連分野の研究開発に関する協定(昭

54.5締結)をはじめ多数の協定が結ばれてい

る.

2)二国問協議……r天然資源の利用に関する日米会

議｣(U〕NR)(昭39.1設置)など･

3)先端技術研究開発協力調査……大型先端技術の分

野で先進国等との研究開発協力の可能性を調

査する事業(昭和56年度より発足)･

C｡対開発途上国協力

1)国際産業技術研究事業(広義のITIT事業)(篤2図)

a)国際研究協力事業(狭義のITIT事業)……工

技院試験研究所と途上国研究所との研究鴇カ.

各試験研究所はこの事業を通じて国際研究協

力課と接触することが多い.昭和56年は23プ

ロジェクト(内地質調査所分は4プロジェクト).

(第3･4図)

b)国際シンポジウム･一毎年1回途上国から

研究者を据へいして工技院試験研究所で開催

(第5図)･

･)研究者交流活動……工TIT事業カウンタｰパ

ｰト研究所の研究管理者の招へいなど･

d)その他･一開発途上国での研究協力ニｰズ調

査だと｡

2)国際協力事業団(以下JICAと略す)への協力

薮)専門家派巻一調査団等への参加も含め昭

和蘭年度実績は61名であった.

お)研修生受入れ……55年度実績は次の通り

集団コｰス･･10コｰス114名(内地調分2コ

�

一ス20名)

■

個別研修･･一35名(内地調分10名)

･)海外プロジェクトヘの協力……専門家派遣も

含む｡フィリピン窯業研究開発センタｰ事業

ケニア地熱開発プロジェクトなど多数(第9図).�
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第3図

ITIT事業の年度別プロジェクト数の推移

斜線部は地質調査所分

d)国連活動へのJICA費用による協力

i)地域理事会付属機関事務局員の派遣

･EscAP/ccoP(沿海鉱物探査調整委員会)

(在バンコツク)

･ESCAP/RMRDC(鉱物資源開発センタｰ)

(在バンドン)

･EcA/EAMRDc(アフリカ経済理事会･東ア

フリカ鉱物資源開発センタｰ)(在タンザニ

ア･ドドマ)(第10図)

ii)会議への出席

������獣�生�����

(南太平洋沿海鉱物探査調整委員会)

iii)現地技術指導

EscAP/ccoP/soPAcの要請による海洋

地質調査技術指導(第11図)

｡)その他･･…･目本人専門家のための長期･中期

研修など｡

第4図地質調査所とチリ地質調査所(IIC)とが行っている

ITIT事業r乾燥地帯の銅･鉛･亜鉛鉱床探査法の研

究｣の現地スナップチリ中部･アンディｰナ鉱山

にて背景はアンデス山脈の一部

(鉱床部松久幸敬氏提供)

3)夫型技術協力

a)アラブ首長国連邦との太陽エネルギｰ利用技

術協力(第9図)･

b)サウジアラビアとの海水淡水化技術協力.

D.JICA以外の特殊法人の海外業務への協力

昭稲55年度の実績:

･南極海域海洋地質調査(石油公団)

･アメリカ等での高温岩体開発技術･地熱資源

評価等の調査(新エネルギｰ総合開発機構)

E.国際技術交流一･各種国際会議への出席など.

3.地質調査所の海外協カの特色

まず第10図を見ていただきたい.この図は昭和55年

度にJICAべ一スで派遣された工技院関連専門家(調査

団員は含むが海外派遣研修員は含まない)の所属先別割合

いである.JICAは我が国唯一の政府間技術協力実施

機関であるからこのデｰタかほぼそのまま工技院

各機関の技術協力の実態を示すものと見て差し支完ない･

また通産省全体から見ても工技院は最大の技術専門

家集団であるから特に延べ目数の割合いに関しては

通産省職員全体についての統計結果と余り差がないはず

である.このことからも通産省内の各組織の申で

ジウムrアジア地域の金属鉱床生

成シンポジウム｣(1980年1月筑

波で開催)の最終論文集(英文)

最近地質調査所報告第261号(総

ぺ一ジ数167ぺ一ジ)として出版

された�



第6図

ケニア･エブノレｰ地区のリフト･バレｰ東縁の地形.同国

エネルギｰ省との間にこの地域の地熱開発プロジコ･クドが

JICAべ一スで進められている.

(地殻熱部金原啓司氏提供)
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地質調査所の関与の程度が大変大きいことがお

わかりいだだけるだろう.

国連･東アフリカ鉱物資源開発センタｰ(EcA/

EAMRDC)(タンザニア･ドドマ市)･(技術

部高橋博氏提供)

術(原料探査も含む)

績が多いこととなって表われている.

れは

工業分野や工業基盤整備としての工業標準分野校と

の比重が増すことが予想される.

このように,工技院傘下16の試験研究所の一

つである地質調査所カミ実質的には工技院全

体の約4分の3のJICA協力を行っている事実

が示されている｡冒頭にr特異な挙動｣とい

ったのはこのこと匁のである.

もちろんJICAべ一スの協力はすべて相手

国(又は機関)からの要請なしには始まらない｡

そして明治期の日本と同様に工業的発展の

基盤として自国の各種地下資源の開発･利用

に最大の努力を傾けている開発途上諸国からは

おのずから地質調査所関連の援助要請カミ多いこ

とも確かである.このことは第11図に示す

ように結果的には金属鉱床探査･窯業関連枝

･地熱開発などの分野での協力実

そしていず

途上国からの要請分野も繊維･窯業などの軽

しかしいずれにしても現在見られる実績は地

質調査所が工業技術院の一試験研究機関という基

本的性格上の制約を受けつつも開発途上諸国からの

要請をそれなりに受け入れる努力を重ねてきた結果の

第7図

第9図アラブ首長国連邦との間で進められている太陽エネルギｰ利用技術協

力による太陽熱利用海水淡水化プラント完成予想図.長方形の池の

ように見える集熱器(コレクタｰ)部にはサンシャイン計画の成果が

応用されている.

第8図

国連･南太平洋地域沿海鉱物

探査調整委員会(EsAP/cc

OP/soPAc)の要請に基づ

くパプア･ζユｰギニァ

ニュｰ･アイルランド島近海

での海洋地質調査技術指導.

(海洋地質部玉木賢策氏

提供�
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A.延べ人数

本院(総務都)

��

標準部

��

その他の延べ人数

試験研究

機関

計68名

(1③

B.延べ日数

標準部

�〰�

その他の

試験研究機関

����

本院(総務部)

⑫Φ

延べ日数

計7,375日

第五0図

工業技術院職員の所属先

別J工CA派遣状況

(専門家及び調査団員;

昭和55年度分)

表われと見てよいであろう.そしてこれは単に

国家機関の1つとして我が国の基本的な国策の一つで

ある海外技術協力の推進に寄与するといったタテマエ

論だけでは説明しきれ狂いものがあると筆者には思え

るのである.

次にいわゆるITIT事業への参加についてみても

第3図に示すように地質調査所が近年とみに積極的に

取り組んでいることがおわかりになるだろう.いうま

でもたくITIT事業は工業技術院傘下の試験研究所

のポテンシャルを活用して開発途上国との鉱工業分野

での研究協力を行うものであるカミ技術移転的な要素カミ

色濃く残されているのも事実である.昭和56年度につ

いていえば15試験研究所カミ23プロジェクトを行ってい

るカミ内4プロジェクトを地質調査所が行っている.

しかもこれら4プロジェクトはすべて最も研究要素

の強いr特別研究｣というカテゴリｰに入るもので(注)

この点からも地質調査所がITIT事業にも熱心に取り

組んでいることがおわかりになるだろう.

地質調査所の開発途上国に対するこのよう枚挙動

については行政官も大変興味をそそられるらしく筆

者も雑談の中でしばしばその理由をたずねられた.

その度に筆者はこう答えたものである:

r地質ヤにとっては技術協力･技術移転というタ

テマエと一研究者としての興味･好奇心というホ

ンネとは分離させる必要がありませんからね.

地質現象があるところ地質ヤは本能的にどこへで

も出かけたくなるものですよ.たとえ動機が技術

協力でも現地の地質が相手の仕事ですから日本

では決して見られない興味ある地質現象が観察で

きる喜こびがあるのです･｣

地質関連の技術協力についていえば現地の地質現象

への正確在観察とそれに基づく深い洞察赦しには決し

て成功しないだろう.つまり1人の日本圏政府職員

として行う技術協力というタテマエと1人の科学者1

研究者として未知の観察対象に接する喜こびというホン

ネとはこの場合ごく自然に一致するのでありまた

一致させ匁けれぱならないのである.

先進国志向は地質調査所を含むすべての試験研究機

関において赤シネとして顕著に見られなこれは

科学や技術の最も基本的な部分においてまだまだ我カミ

国が欧米諸国から学ぶべき点カミ多いことの反映であり

むしろ当然だと筆者は思う.しかし開発途上国(r国｣

とは言えない南極大陸や海洋も含め)をもホンネとして志向

できる研究所は地質調査所以外にちょっと考えられな

いのではなかろうか.

最近の地球科学の最先端の論議はプレｰト･テクト

ニクス理論の展開に見られる通り常に地球全体(海域

も含め)を視野において行われている｡そして興味

ある地質現象は人為的なGNP計算値による先進国と

途上国との境界線には無関係に起っている.そして

それらは現在の学問の最先端の問題を解決する糸口を

はらんでいるかも知れないのである.

4.今後の地質調査所の海外協力のあり方

4.1海外協力体制の現状

以上に述べた内容の当然の帰結として筆者は地質

(注)昭和56年度のITITプロジェクトの内訳は

｢特別研究｣18

r移転研究｣5r開発研究｣1計23である､�
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A.延べ人数

機その他

蝋(･)地㌻㌘

艦)㍗

公害評価(3)延べ人数国連(事務局

繊維技術計68名及び会議)

��

��

計量標準金属鉱床探査

(3)海水

��

ミ3;す1ヒ水資源天然ガス綴織

開発開発料探査

�����

B.延べ日数

機器分析

工業標準(182)

�〰�

天然ガス開発その他

���

計量標準(290〕

���

金属鉱床探査

��㌲�

ウラン探査

(361)窯業技術

建材開発及び同原料探査

(365)延べ日数(g22)

地図作成計7,375日

���

地熱開発

地学教育(772)

(389)国連

(事務局及ぴ会議〕野外地質

(llO)鉱物製錬(7･2)

���

篤11図工業技術院の技術分野別JICA派遣状況(専門家及び調査団員;昭和55年度分)

調査所による海外協力をもっともっと活発にするべき

だと考えるものである.ただしそgことは必ずし

も地質調査所全体のあり方として今迄通りで良いと

いうことを意味するものではない.むしろこれから

述べるように公的組織としての海外協力体制をもっ

としっかりと立て直し将来の発展の基盤作りに取り組

むべき時に来ていると思うものである｡

前節で述べた地質調査所の傾向は何も今に始まった

ことではたくここ十数年来続いてきたことである.

この傾向カミ地質研究者としてのホンネに裏づけられた

ものであるが故に一般的には技術援助への過度な傾斜

に批判的なr国粋派｣(?)行政官に対してもある程度

の説得力を持っているように思える･しかしひるが

えって地質調査所自身の海外協力への姿勢をみると

組織的･有機的にこれらの協力の実績が活用されて

いるとはたして言えるであろうか?

JICA派遣専門家としての地調研究者は単に同僚と

してのひいき目からではなく全体にレベルの高い人

あるいは働き盛りの若い人が多く派遣されていることは

事実である･このことはJICA内部でも高い評価を

受けていると聞いている.またITIT事業について

も最先端のテｰマを持つ研究者カミポンネとして参加

できるし現にITIT事業を通じて世界的レベルで

の批判に十分耐えられる成果があがりつつあるプロジェ

クトもあると聞いている｡

しかしなカミら通産省予算で行われるITIT事業はと

もかくそうで狂いJICA協力については地質調査所

内部での派遣体制は従来からあくまでも研究者個人

とJICAとの直接契約というレベルですべてを済ませ

てきたのが実唐である一.事務手続き上はこれで良いの

かも知れ狂い.しかし1つの公的な研究機関として

はこのようなやり方は安易と言わざるを得ないのでは

ないか.これでは地質調査所の海外活動をさらに

活灌にしてゆけるどころか逆に現状すら維持出来な

いのではないかと懸念せざるをえ狂いのである･

現に存在する海外地質調査協力室も海外関連業務の

量との比較から見て他の試験研究所よりもはるかに

多忙すぎるというのが国際研究協力課から見た時の

いつわらない印象だった(注).事実多数の専門家の

派遣手続き事務や派遣先との業務連絡などに追いまわ

され｢あれでは地調工一ジェント(旅行代理店)だ｣

という気の毒そうな蔭口すらたたかれているという･

果してこのままで良いのだろうか.

(注)海外地質調査協力室の現員数とほぼ同じ人数で海外業務を処理している試験研究所がいくつかある｡この事

実と第3図第7図をあわせて考えるとおよその察しがっこう.ただし先進国関連業務の量に隠れば各所ともそ

れ程大きな差はないと考えられる.�
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第12図面ドイツ･連邦地球科学天然資源研究所(BGR)の海外協力プロジェクト分布(1977/78年度).

くカナダ･南ア連邦･オｰストラリア･アイスランドなど先進国とも行われていることに注意･

(BGR年報1977/78年度版より)

開発途上国とだけではな

今後地質調査所のホンネとしての海外の資源･地

質情報の収集活動と行政側二一ズとしての対開発途

上国協力とをどのように調和させ共に発展させてゆ

くべきなのか.さらに目下ITIT事業べ一スJICA

べ一スでは不可能とされている先進諸国との資源関連協

力や関連情報の直接入手の方法はどのように探るべ

きなのか.また若い研究者に海外の地質現象を直

接に観察･研究する機会をもっと多く与えるにはど

のような手段が考えられるのか一･一合の地質調査所

が長期的展望に立ち海外地質調査協力室を活用しつつ

大局的な観点から政策的に論義してゆくべきことはいく

らでもあるのではなかろうか.

そこで一つの例として国の存立基盤か我が国と類

似している酉ドイツの例を次に述べてみたい.

4.2画ドイツ･連邦地球科学天然資源研究所(BGR)

の海外活動の例

日本の地質調査所に相当する西ドイツ･連邦地球科学

天然資源研究所(Bund.san.ta1t他rGe.wis｡｡nsch.ften

undRohstoffe;BGR)はきわめて活灌た海外活動を行

っていることで知られている.第12図にBGRの海外

協力プロジェクトの地理的分布(1977/78年度)を示した･

ここでは開発途上国だけでたくカナダオｰストラ

リア南ア連邦アイスランドスペインなどとも資

源関連協カガミ行われているのカミ注目される.またEC

OECDIAEA国連などの国際機関での活動も活灌で

ある.これらの海外協力活動は1977/78年度には

海外技術協力分だけで887人･月に及んでいる(第13図)･

またBGRには資源地質部(Abtei1mgd｡｡Wi.ts一

･haftsg･･1･gi･)の中に地域地質亜部(Unt･rabt･i1mg

derRegiona1eGeo1ogie)がありその下にヨｰロッ

パ課アメリカ課アフリカ課中近東課東南アジア

･オｰストラリア課などが置かれそれぞれの地域での

資源･地質関連分野での研究と協力を行っている･

このように国立の地球科学総合研究機関カミ海外活動

に熱心なのは何も西ドイツに限ったことではない･

アメリカ地質調査所(U.S.Geo1ogica1Su岬｡y)イギリ

ス地質研究所(Institut.ofGe.1.gic.1S.ienc｡｡)フラ�
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技術協力分

'海外活動全体分

(単位:人･月)

第13図面ドイツ･連邦地球科学天然資源研究

所(BGR)の海外協力活動の推移

(1958-1978).(BGR年版1977/

78年度版より)

シス地質鉱物研究局(Bu｡｡｡ud.R｡｡h｡｡｡h｡｡Gさ｡1.giques

etMiniさ…)など先進各国の機関では海外協力業務

がかなり大きい比重を占めていることはよく知られた

事実である.このことはエネルギｰ資源･鉱物資源

在との消費量の大きいこれら先進工業国にとり海外資,

源の確保のためにも自国の資源関連エキスパｰト集団

であるこれらの国家機関をフルに活用することが不可

欠となっていることを示すものであろう.

すでに述べたように我が国の地質調査所もそれな

りの努力で海外との研究協力･技術協力を推し進めて

きていることは事実である.しかし上にあげた西ド

イツの例と比べると同じ国家機関として実績面でも

組織面でもはるかに見劣りがすることは否定できない.

特にエネルギｰ資源･鉱物資源のほとんどを海外から

の輸入に頼っているr資源小国｣の我か国の唯一の地

球科学総合研究国家機関である地質調査所が現在のよ

うにいわぱr他力本願｣的な海外活動しか行えない事実

を他の先進国は奇異な感じをもって見ているのではな

かろうか.

4.3具体的な方策の私案

以上に述べてきた問題意識の下に地質調査所が今後

目指すべき海外活動の目標･指針について筆者の私案

を以下に簡単に述べ新たな論議の参考としたい.

�

�

㈩

㌩

�

ゲロｰバルな資源･地質情報の積極的な収集との活用

国連機関への協力の推進

･二国間協力では得難い広域的庸報を入手し

易い.

JICA協力の実績のr公的｣活用

…個人レベルでは散逸し勝ちな各種現地デｰ

タについてその一部あるいはコピｰを公的

に管理し研究面でもその活用をはかる.

JICA以外の特殊法人の国際業務への協力

･例えば資源的にも重要な南ア連邦･オｰ

ストラリア･カナダなどの情報は一般に乏しく

かつITIT事業やJICAべ一スでは直接のアプ

ロｰチが出来ない｡それ故JICA以外の資

源関連特殊法人(新エネ機構金属鉱業事業団石

油公団動燃など)とのgiveandtakeをはかる

べきである.

通産省予算による海外活動の活濃化

…ITIT事業に地調が積極的に参加している

ことはすでに述べた.より一層の協力をはか

るとともに他の方策についても地質調査所な

りに検討する必要があろう.

遍.ゲロｰバルな資源･地質デｰタベｰスの設立

r我が国唯一の地球科学総合研究機関｣と

して当然目指す目標であろう.RIPS(工技院筑

波センタｰ大型電算機システム)の活用も考えられ

る.これにより特殊法人や民間企業の海外

探鉱活動や庸報収集活動に指針を与えることが

出来るばかりでなくグロｰバルな視点での研

究テｰマ(例えば先カンブリア紀地質学研究･汎

世界的鉱床成因論研究など)への有効な基礎デｰ

タとなるだろう.

C･資源･エネルギｰ関連国際研究協力制度の設立

･･鉱物資源･エネノレギｰ資源に乏しい我が国

のこれらの研究分野におけるより一層の発

展をはかるため長期間の研究者交流を含む幅

広い国際研究協力制度を割る.�
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D.地質調査所の海外業務担当機能の強化と海外出張所ネッ

トワｰクの設立

1)現在の海外地質調査協力室の機能強化

r工一ジェント｣からの脱皮と地調海外

協力政策決定部門としての位置づけの明確化.

2)世界各地域への地質調査所海外出張所ネッワｰクの設立

･･これは上記A.と関連し各現地での資

源･地質関連庸報の収集と研究交流等の基地'

として機能する.

5.あとがき

昨年5月筆者の併任期間中にアメリカ西部のセン

ト･ヘレンズ火山の大爆発があった.この時研究協

力班長高松氏の助言もあって筆者は地調の火山研究

者を現地へ急行させ得る予算措置をあれこれ検討してみ

た｡しかし有効狂手段が見出せないうちに噴火は

治まってしまい試みは失敗に終った･これは筆者

の行政官としての非力さにもよるのであるが目下のと

ころこのよう祖ケｰスでの公的な予算措置は事実上

不可能に等しいようである･このことは近い将来

チリやカリフォルニアで非常に珍しいパタｰンの巨大地

震が起ったとしてもあるいは南ア連邦かオｰストラ

リアで全く未知のタイプの大規模貴金属鉱床が発見され

たとしても現在の地質調査所の研究者にとっては現

地へ急行しいち早く信頼できる情報を自ら得る機会は

全くと言って良い程残されていないことを意味する.

･これが併任を通じて得た第1の結論である.

ここ十年来の地球科学の進歩は実に目覚しく意義の

ある論議は常にグロｰバルな発想から行われている.

しかし他のほとんどの自然科学諸分野と異狂り地球

科学の場合は外国の地質現象をそのまま日本へ持っ

てきたりあるいは国内の実験室でそれを再現した

りすることは出来ない.すなわち日本の地質研究者

カミまずrそこ｣へ行くことが研究活動の出発点とい

って良い.従って地球科学の研究には旅費が不可欠

の条件なのである･……このような地質分野の研究の

特殊性は地質研究者自身には自明の理であっても肝

心の旅費予算を握る行政機関側には理解されにくい問題

である｡特に海外旅費ということになると国家機

関の場合は厳しいrシｰリング｣(総ワク規制)があり

一朝一夕には地質調査所の海外旅費予算が大幅に増え

るというような状況にないことは確かである.しかし

それ故にこそ地質調査所が将来世界一流の研究機

関として汎世界的狂発展を望むのであればその運営

にあたる立場の方違はr(海外)旅費の確得｣という

r生臭い｣話を聞に挾みつつ上に述べてきた地質研究

活動の特殊性について行政機関との不断の対話及び

行政機関への不断のアピｰルを次かしてはならないr宿

命｣にあるのだ｡……これカミ併任中に得た第2の結論

である.

前節に述べた私案についてはr思いつき的だ｣との

批判が多くあると思う.事実筆者は現在のところ

は非現実的と言わざるをえないよう校｢思いつき｣もす

べて述べてみた.その理由は次の通りである.すな

わち行政機関(筆者の知る限り通産省ではきわめて活駿

のように見えた)では年に1回r新政策｣と称して

すべての担当官が自分の普段描いている夢や理想(少

々奇想天外なのも含め)をありのままに述べる機会カミ与え

られそれらのアイディアの中から妥当なものが予

算要求事項として逐次集約されてゆくというシステム

が確立している･それに対し研究所内ではあまり

にもそのような機会がたさすぎると改めて痛感するか

らである.地質調査所内部でもr政策｣というとや

や大げさに聞こえるカミ研究者レベノレでの自由なアイデ

ィアやプランを大胆に述べる機会がもっと設けられて

も良いのでは放かろうか.……これが併任中に得た第

3の結論である.

最後に本稿は筆者の純粋に個人的な所感を未整

理のまま述べたものであって何ら地質調査所の公式見

解を示すものでは放いことを改めてお断りしたい.

また紙面の制約上本稿では先進国との協力活動の

実態についてはほとんど言及出来なかった･それを含

め地質調査所の海外活動全般の最新のまとめはr地

質ニュｰス｣第323号(1981年7月号)に特集されている

ので参照されたい.

未熟な本稿カミ地質調査所の今後の世界的な発展の一

助ともなれば幸いである.

(了)

訂正とおわび:地質ニュｰスNo.325αトラック法による活断層探査とぞρ連続観測による地震探査の図の番号を下記のように訂正い

たします｡

p,37第22図→第24図p.38第23図→第25図第24図→第26図p.39第25図→第22図第26図→第23図�


